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─────────────────────────────────────────────────── 

平成30年 第４回 12月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第３日） 

                           平成30年12月11日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                       平成30年12月11日 午前10時00分開議 

 日程第 １ 第４８号議案 平成３０年度中間市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第 ２ 第４９号議案 平成３０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算 

（第２号） 
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 日程第 ４ 第５１号議案 平成３０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ５ 第５２号議案 平成３０年度中間市病院事業会計補正予算（第１号） 

（日程第１～日程第５ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第 ６ 第５４号議案 中間市手数料条例等の一部を改正する条例 

（日程第６ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第 ７ 第５５号議案 中間市中鶴地区定住促進住宅整備事業選定委員会設置条例 

（日程第７ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第 ８ 第５６号議案 公の施設の指定管理者の指定について（中間市多目的広場） 

 日程第 ９ 第５７号議案 公の施設の指定管理者の指定について（中間市農産物直売

所） 

 日程第１０ 第５８号議案 公の施設の指定管理者の指定について（中間市民図書館） 

 日程第１１ 第５９号議案 公の施設の指定管理者の指定について（中間市体育文化セ

ンター外７件） 

 日程第１２ 第６０号議案 公の施設の指定管理者の指定について（中間市市民会館） 

（日程第８～日程第１２ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第１３ 第６１号議案 中間市道路線の認定について 

（日程第１３ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第１４ 意 見 書 案 認知症施策の推進を求める意見書 

       第 １ ５ 号  

 日程第１５ 意 見 書 案 無戸籍問題の解消を求める意見書 

       第 １ ６ 号  

（日程第１４～日程第１５ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 
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 日程第１６ 意 見 書 案 国による防災対策の強化を求める意見書 

       第 １ ７ 号  

（日程第１６ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１７ 意 見 書 案 原発に依拠しない再生可能エネルギーの活用推進を求める 

       第 １ ８ 号 意見書 

（日程第１７ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１８ 意 見 書 案 消費税率１０％への引き上げの中止を求める意見書 

       第 １ ９ 号 

（日程第１８ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１９ 会議録署名議員の指名 

────────────────────────────── 
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 議事日程のとおり 

────────────────────────────── 
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１３番 柴田 広辞君      １４番 中野 勝寛君 
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説明のため出席した者の職氏名 
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企画政策課長 …… 濱田  学君   総務課長 ………… 後藤 謙治君 

財政課長 ………… 蔵元 洋一君                    

安全安心まちづくり課長 ………………………………………… 石井 浩司君 

市民課長 ………… 松原 邦加君   健康増進課長 …… 岩河内弘子君 

介護保険課長 …… 冷牟田 均君   都市計画課長 …… 白石 和也君 
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────────────────────────────── 
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事務局長 西村 拓生君       書  記 谷山 隆二君 

書  記 志垣 憲一君       書  記 池田  恭君 

────────────────────────────── 
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午前９時59分開議 

○議長（下川 俊秀君）  

 おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．第４８号議案

日程第２．第４９号議案

日程第３．第５０号議案

日程第４．第５１号議案

日程第５．第５２号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 これより、日程第１、第４８号議案から日程第５、第５２号議案までの、補正予算５件

を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。まず、中野勝寛総合政策委員長。 

○総合政策委員長（中野 勝寛君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４８号議案のうち、総合政策委

員会に付託されました所管部分について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告

申し上げます。 

 今回の補正予算は、積極的に取り組んでおります、ふるさと納税の伸びに対応するため

の追加計上が主な内容となっており、歳入歳出それぞれ４億５,６３０万円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１８４億４６０万円とするものです。 

 歳入の主なものといたしましては、総務費におきまして、ふるさと納税３億５,０００万

円の増額、財政調整基金繰入金につきましては２,８８０万円の減額となっております。 

 次に、歳出の主なものといたしましては、債務負担行為補正として、平成３２年４月か

ら、本市の電算システムが完全オープン化へ移行することに伴う、データ移行業務委託料

を２年間で１,８７０万円、総務費におきましては、水道会計の職員２名が一般会計に異

動したことに伴う、福岡県市町村職員退職者手当組合負担金が４５０万円、ふるさと納税

の返礼品並びに配送手数料等を含めた、ふるさと納税管理業務委託料が２億２,６００万

円、教育費においては、来年度から中学校で導入されます道徳教科の教師用道徳指導書の

購入費として４０万円が、それぞれ増額されております。 

 以上が、委員会に付託されました議案の概要であります。 

 討論において、道徳の教科化による評価は問題であり、不適切であるため反対するとい

う意見がありました。 

 最後に、採決いたしました結果、第４８号議案は賛成多数で、原案どおり可決すべきと
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決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、中尾淳子市民厚生委員長。 

○市民厚生委員長（中尾 淳子君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４８号議案のうち、市民厚生委

員会に付託されました所管部分並びに第４９号議案、第５１号議案及び第５２号議案につ

いて審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 初めに、第４８号議案平成３０年度中間市一般会計補正予算（第２号）につきまして申

し上げます。 

 歳入につきましては、国庫支出金のうち、民生費国庫負担金７,８４０万円、県支出金

のうち、民生費県負担金３,９２０万円、民生費県補助金１,４８０万円が増額されており

ます。 

 次に、歳出の主なものは、総務費として、国庫及び県への返還金として、諸費１,７７０万

円が増額されております。 

 民生費の社会福祉費におきましては、障害者自立支援医療費及び放課後等デイサービス

の利用者、日数の増加等に伴う扶助費１億２,２８０万円が増額され、平成２９年度の精

算に伴う後期高齢者医療療養給付費６８０万円が減額されております。 

 また、児童福祉費として、民間保育所の年間利用者数の増加及び国の公定価格の改定等

に伴う扶助費５,３６０万円が増額されております。 

 次に、第４９号議案平成３０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

につきまして申し上げます。 

 歳入につきましては、歳出の増額に伴い、職員給与費等繰入金２６０万円、歳入欠陥補

填収入７,２５０万円、特定健康診査等負担金９０万円が増額されております。 

 次に、歳出の主なものは、平成２９年度療養給付費負担額及び高額医療費共同事業負担

金の過交付分の返還額が確定したことに伴い、諸支出金７,３５０万円が増額されており

ます。 

 また、債務負担行為補正として、市町村事務処理標準システム印刷機保守委託料が計上

されております。 

 これは、平成３０年度から国民健康保険が県単位化され、市町村事務処理標準システム

を導入したことに伴う印刷機の保守委託料となっております。 

 なお、債務負担行為の期間は、平成３１年度から平成３４年度まで、限度額は３３０万

円となっております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ７,６２０万円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６４億３,２９０万円とするものでございます。 
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 次に、第５１号議案平成３０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

きまして申し上げます。 

 歳入につきましては、保険事業勘定では、歳出の増額に伴い、介護保険料３６０万円、

国庫補助金３９０万円、県補助金１９０万円、支払基金交付金４２０万円、一般会計繰入

金１９０万円が増額されております。 

 次に、歳出につきましては、保険事業勘定では、地域支援事業の通所型及び訪問型サー

ビスの利用の増加に伴い、介護予防・生活支援サービス事業費１,５８０万円が増額され

ております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ１,５８０万円が増額され、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５０億８,９４０万円とするものでございます。 

 次に、第５２号議案平成３０年度中間市病院事業会計補正予算（第１号）につきまして

申し上げます。 

 債務負担行為補正として、中間市立病院のあり方検討支援に係るコンサルタント業務委

託料が計上されております。 

 本事業は、今後の中間市立病院のあり方に関する、本市の方針を決定するため、当院の

経営分析及び経営収支などからシミュレーション試算等を行い、具体的なデータや資料を

もとに整備すべき医療機能や経営形態等を検討する委員会を設置し、専門的な見地からの

検討及び答申を受けるためのものとなっています。 

 なお、債務負担行為の期間は、平成３０年度から平成３１年度まで、限度額は１,５００万

円となっております。 

 討論において、委員から、「病院施設は老朽化しており、医療器具等も耐用年数を迎え

る中、今回の補正は厳しい内容である。今後の病院のあり方を早急に検討し、スピーデ

ィーな対応を求める」また、「前回の答申から方向性が見えないまま約７年経過しており、

建物の老朽化も進み、耐震化もできていない状況である。今後の病院施設の必要性や地域

医療の確立等を検討し、早急に結果を出してほしい」などの意見がありました。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第４８号議案、第４９号議案、第５１号議案、

第５２号議案、全て全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第であります。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、植本種實産業消防委員長。 

○産業消防委員長（植本 種實君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております、第４８号議案のうち、産業消防

委員会に付託されました所管部分及び第５０号議案につきまして審査を行いましたので、

その概要と結果をご報告申し上げます。 

 初めに、第４８号議案平成３０年度中間市一般会計補正予算（第２号）について申し上
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げます。 

 まず、債務負担行為補正といたしまして、救急事案管理システムの賃借料が計上されて

おります。これは、５年前に導入した救急事案システムの契約が今年で終了することから、

新たに再契約するものとなっております。 

 なお、債務負担行為の期限は平成３０年度から平成３５年度までで、限度額は４４４万

円となっております。 

 次に、歳入の主なものは交通安全対策特別交付金が２００万円増額されており、これは

交通違反反則金の還元金の増額分ということです。 

 次に、歳出の主なものは、総務費において交通安全対策費の工事請負費が２００万円増

額されており、これは交通安全対策特別交付金の増額分について、交通安全施設整備工事

を追加するものとなっております。 

 また、土木費において、住宅建設改良費が５０万円増額されており、これは通学路や避

難経路等に面する危険なブロック塀の所有者に対し、速やかな改善を促すために撤去費用

の一部を助成するブロック塀等撤去費補助金とのことでございます。 

 次に、第５０号議案平成３０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて申し上げます。 

 まず、歳入において、下水道受益者負担金の賦課対象面積の確定により、下水道受益者

負担金が１,３６０万円増額され、それに伴い一般会計からの繰入金が１,０２０万円減額

されております。 

 次に、歳出においては、下水道受益者負担金の納付方法確定に伴い、報償費が３３０万

円増額されております。 

 以上により、歳入歳出ともに３３０万円を増額し、予算の総額をそれぞれ２０億

２,７０６万円とするものとなっております。 

 最後に、それぞれ採決しました結果、第４８号議案、第５０号議案ともに全員賛成で原

案どおり可決すべきと決した次第であります。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。 

○議員（５番 田口 澄雄君）  

 日本共産党の田口澄雄です。第４８号議案平成３０年度中間市一般会計補正予算（第

２号）について、日本共産党を代表して、反対意見を申し述べます。 
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 １０款教育費において、道徳教育用の教師用教育資料に要する経費として４８万

６,０００円が計上されています。昨年の補正で既に小学校用の教材が用意をされ、今回

は中学校用ということですが、これで全ての学年で道徳教育の教科化が進められることに

なります。１９５８年にも道徳の教科化が問題となりましたが、道徳を国家が決めるのは

戦前に戻る道だとの声が高まり、正式な教科にすることはできなかった経緯があります。

また、２００７年の第１次安倍内閣のときにもこれは検討されましたが、教科化に伴う評

価は道徳教育には不適切だとして退けられたものです。教科書を使い、試験をして採点す

るという教科の範囲内で道徳教育を行うには無理があるとされたわけであります。 

 道徳は、基本的人権の尊重を中心に据え、上からの押しつけでなく、子どもたちが自分

たちの頭で考えて培っていくべきものです。 

 かつて、みずからが否定していたものを提出してくること自体が異常であります。 

 大きくは、今後の日本の進路にも多大な悪影響を及ぼす道徳の教科化に反対し、そのた

めの予算措置について反対いたします。 

 以上であります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより第４８号議案から第５２号議案までの補正予算５件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず第４８号議案平成３０年度中間市一般会計補正予算（第２号）を起立

により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、第４８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第４９号議案平成３０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第４９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５０号議案平成３０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を
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採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５１号議案平成３０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５２号議案平成３０年度中間市病院事業会計補正予算（第１号）を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．第５４号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第６、第５４号議案中間市手数料条例等の一部を改正する条例を議題とし、

総合政策委員長の報告を求めます。中野勝寛総合政策委員長。 

○総合政策委員長（中野 勝寛君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第５４号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 平成３１年７月１日に施行される、工業標準化法の一部改正により、「日本工業規格」

の名称が「日本産業規格」に変更することに伴い、中間市手数料条例等で引用しておりま

す「日本工業規格」の名称を「日本産業規格」に改めるものであります。 

 なお、条例の施行日につきましては、法の施行日に合わせ、平成３１年７月１日となっ

ております。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後に、採決いたしました結果、第５４号議案は全員賛成で、原案どおり可決すべきと
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決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 討論なしと認めます。 

 これより第５４号議案中間市手数料条例等の一部を改正する条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．第５５号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第７、第５５号議案中間市中鶴地区定住促進住宅整備事業選定委員会設置条

例を議題とし、産業消防委員長の報告を求めます。植本種實産業消防委員長。 

○産業消防委員長（植本 種實君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております、第５５号議案中間市中鶴地区定

住促進住宅整備事業選定委員会設置条例について審査を行いましたので、その概要と結果

をご報告申し上げます。 

 今回の条例制定は、現在本市において進められております中鶴地区定住促進住宅整備事

業について、当該事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により選定することに

当たって、その手続を公平に行うことを目的とするものとなっております。 

 条例の主な内容といたしましては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律第１１条第１項において、民間事業者の選定に当たり客観的な評価を行うこ

ととされていることを踏まえ、審査機関としての選定委員会の設置並びに組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとなっております。 

 具体的には、学識経験者、市職員等の委員による審査機関を設置し、提案書及びプロ

ポーザルの評価並びにその事業者の選定に関する審査及び評価を行うものとなっておりま
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す。 

 なお、条例の施行日につきましては、公布の日からとなっております。 

 討論において、委員から「ＰＦＩについてはさまざまなデメリットもある。中鶴・長津

地区には災害時の避難所もなく、今回の事業では地域住民の要求も加味した総合的なビジ

ョンが必要ではないかと思うので、このＰＦＩ事業には反対する」との意見がありました。 

 最後に、採決いたしました結果、賛成多数で、原案通り可決すべきと決した次第であり

ます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。柴田芳信君。 

○議員（４番 柴田 芳信君）   

日本共産党の柴田芳信です。反対の立場から討論に参加をいたします。 

 中鶴地区定住促進整備事業について、当該事業を実施する事業者を公募型プロポーザル

方式により選定するに当たり、その手続を公平に行うため、中間市中鶴地区定住促進住宅

整備事業選定委員会を設置するとありますけれども、事業者が選定をされれば民間主導で

事業がどんどん進んでいくことになります。 

 ＰＦＩの生みの親でありますイギリスでは、日本が進もうとしている方向とは真逆の判

断が下されております。ことし２０１８年１月、イギリス会計検査院は、ＰＦＩの対費用

効果と正当性に関する調査を行っております。導入前から分析をされたデメリットのほう

が多くあらわれているということがわかった次第です。 

 ＰＦＩのデメリットとは、自治体と民間との契約期間が長いため、競争原理が働かず、

公共サービスの質が低下をする。変化に対して柔軟に対応できない。さらには、一つの業

者への包括的発注を行うため、業務プロセスがわかりにくく、価格上昇やサービスの低下

が起きても原因がわかりにくい。資金の流れが不明確である。そして、民間がリスクを負

担できない場合、サービスの途絶、質の低下が起きる。民間が途中で破綻した場合、自治

体の負担が増加するなどと報告されています。 

 中鶴地区においては、県営住宅の改修、市営住宅の改修も今行われている中、一旦立ち

どまり、地域住民の皆さんの要求も加味した総合的なビジョンが必要ではないかと思いま

す。特に、中鶴地区、長津地区における災害時の避難場所もありません。国が進めるＰＦ

Ｉ事業については問題があり、この案件について反対いたします。 

 以上で討論を終わります。 
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○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、第５５号議案中間市中鶴地区定住促進住宅整備事業選定委員会設置条例を起

立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、第５５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第 ８．第５６号議案

日程第 ９．第５７号議案

日程第１０．第５８号議案

日程第１１．第５９号議案

日程第１２．第６０号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第８、第５６号議案から日程第１２、第６０号議案までの公の施設の指定管

理者の指定５件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。まず、中野勝寛総合政

策委員長。 

○総合政策委員長（中野 勝寛君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第５８号議案、第５９号議案、第

６０号議案について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 初めに、第５８号議案について申し上げます。 

 中間市民図書館の指定管理期間が、平成３１年３月３１日をもって満了することに伴い、

指定管理者を公募・審査を行いました結果、引き続き、現在の指定管理者である、株式会

社図書館流通センターに指定を行うというものです。 

 選定の理由といたしましては、同社は、安定した経営を行うための財政基盤と実績があ

り、公立図書館の指定管理を受託した経験が豊富であること、民間のノウハウを生かした

事業展開により、本市においても利用者のサービスの向上が認められていることが高く評

価されたことによるものでございます。 

 なお、指定管理の期間につきましては、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までの５年間であります。 
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 討論において、指定管理施設に共通して、「民間企業は利益を出すために低賃金で職員

を雇い、そのことにより、経済は疲弊し、ますます落ち込んでいく悪循環が発生すること

から、指定管理制度そのものの考え方を改める必要がある」、「指定管理者と施設の管

理・運営方法についての報告・協議を行い、市が指定管理者に業務の改善指導等ができる

ような場を定期的に設け、今まで以上に市民のニーズに応えていく必要がある」などの意

見がありました。 

 次に、第５９号議案について申し上げます。 

 中間市体育文化センター外７施設の指定管理期間が、平成３１年３月３１日をもって満

了することに伴い、指定管理者選定委員会で審議を行いました結果、引き続き、現在の指

定管理者である、中間市体育協会・ミズノグループに指定を行うというものです。 

 選定の理由といたしましては、中間市体育協会による地域住民とのネットワークを活用

した地域密着型の運営に加え、ミズノによる総合スポーツ企業としての特性を発揮した専

門的かつ安定的な運営など、それぞれの強みを生かした運営を行い、本市のスポーツ振興

に大きく寄与してきたこと、東京オリンピック等で高まるであろう今後のスポーツへの

ニーズにも、同グループが築き上げた地域ネットワークや、専門的な管理運営による柔軟

な対応が期待されることなどを総合的に判断しました結果、本来は公募による選定を行う

べきでしたが、公募は行わず、同グループが指定管理者の候補として選定されております。 

 なお、指定管理の期間におきましては、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までの５年間であります。 

 討論において、体育協会とミズノグループが共同で指定管理を行うことは不自然なので、

今後の運営方法等についての見直しを要望するという意見がありました。 

 次に、第６０号議案について申し上げます。 

 中間市市民会館の指定管理期間が、平成３１年３月３１日をもって満了することに伴い、

指定管理者選定委員会で審議を行いました結果、引き続き、現在の指定管理者である、公

益財団法人中間市文化振興財団に指定を行うというものです。 

 選定の理由といたしましては、同財団は、平成１８年度から当該施設の指定管理者とし

て指定されており、この間、地域に密着したさまざまな自主事業を行いながら、本市の芸

術文化振興に大きく寄与してきたこと、また、指定管理料につきましても、平成２６年度

と平成３０年度を比較すると、約９.１％の経常的な経費削減を実現しており、今後も、

施設の設置目的の効果的な実現及び効率的な運営が期待されることを総合的に判断しまし

た結果、本来は公募による選定を行うべきでしたが、公募は行わず、同財団が指定管理者

の候補として選定されております。 

 なお、指定管理の期間につきましては、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までの５年間であります。 

 討論において、指定管理料の減額に成功し、さまざまな事業を行っていることは評価で



- 118 - 

きるが、事業の実施方法等に改善の余地が見られるので、見直し・改善を行い、さらなる

経費削減・事業効果の向上に取り組んでいただきたいという意見がありました。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第５８号議案、第５９号議案は賛成多数、第

６０号議案については全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろ

しくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、中尾淳子市民厚生委員長。 

○市民厚生委員長（中尾 淳子君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第５６号議案について、審査を行

いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回の対象施設である、太陽の広場の指定管理者は、現在、中間市老人クラブ連合会が

管理及び運営を行っております。 

 この指定期間が、平成３１年３月３１日をもちまして満了となることから、中間市公の

施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例に基づき、平成３１年４月１日から

の指定管理者の指定を行うものでございます。 

 指定管理者の選定につきましては、施設の管理運営に係る事業計画書や経営状況等から

適切な運営が行われていることや高齢者の生きがい活動の拠点として地域社会におけるコ

ミュニティ形成及び老人福祉の増進に寄与してきたこと、また、介護予防事業ケアトラン

ポリンわいわい教室事業など、本市が取り組む事業にも積極的に取り組んでいる実績もあ

り、総合的に判断した結果、引き続き中間市老人クラブ連合会が指定管理者の候補者とし

て選定されております。 

 なお、中間市公共施設等総合管理計画において、早急に対応が必要とされる施設である

ことから、今後の施設管理の方向性に応じた迅速な対応が可能となるよう指定管理を３年

間とするものでございます。 

 最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきであると決した次

第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、植本種實産業消防委員長。 

○産業消防委員長（植本 種實君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております、第５７号議案公の施設の指定管

理者の指定について（中間市農産物直売所）について審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。 

 現在、中間市さくらの里農産物直売所の指定管理者は一般社団法人新鮮市場さくら館と

なっております。 

 この指定管理の指定期間が平成３１年３月３１日をもって満了となります。 
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 同施設について、民間事業者が有するノウハウを活用した管理を引き続き行うべきと思

料されますことから、中間市公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例に

基づき、平成３１年４月１日からの指定管理者の指定を行うものとなっております。 

 指定管理者の指定に当たっては、一般社団法人新鮮市場さくら館が、前身の事業組合の

ころから現在まで同施設を管理運営しており、その間の実績等を総合的に判断した結果、

引き続き同法人が指定管理の候補者として選定されております。 

 なお、指定期間につきましては、指定管理者制度の運用方針に基づき、平成３１年４月

１日から平成３６年３月３１日までの５年間となっております。 

 委員より「さくら館は前回の指定管理の時から、運営協議会での協議や市としてのチェ

ックがしっかりとできているので賛成する」や「さくら館の運営ついては、専門的な知識

も必要で、運営協議会の場で意見等が述べられるのであれば期間についても５年も妥当だ

と考えられるので賛成する」との意見がありました。 

 最後に、採決しました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第でありま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。 

○議員（５番 田口 澄雄君）  

 日本共産党の田口澄雄です。第５８号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間

市民図書館）について反対をいたします。 

 戦後の地方自治法は、公の施設は住民の福祉を増進する目的で、常に住民本位の立場か

ら利益優先の考え方を排除してきました。その結果、２００３年までの約６０年間近くに

わたって直営での運営を行ってきました。改悪されたのはこの２００３年の地方自治法の

改定からです。そこには、海外への進出で国内経済の疲弊から、何とか公務労働を民間に

回そうという財界の要求がありました。１０兆円規模の市場化テストという言葉でこれが

表現をされていました。 

 今、それに基づく民営化の中でも指定管理者による運営への全面進出が国を挙げて実施

をされています。しかし、元来、物件費と人件費からなる運営費用に民間企業の利潤が入

り込んできますので、結果的に指定を受けた企業内の賃金に大きなしわ寄せが生じていま

す。東京の公務員労働組合の調べでは、賃金の額と利潤、つまりもうけとがほぼ同額であ

り、行政の実施するこのような事業内部からワーキングプアが生れているとの指摘もあり

ます。また、そのことが地域経済の資源が、原資が中央市場に吸収をされ、地域経済衰退
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の要因となっています。地方自治法の従来の趣旨からも、このようなやり方は取りやめ、

もとの直営に戻すことを求め、この条例案には反対をいたします。 

 次に、第５９号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市体育文化センター外

７件）についても反対意見を申し述べます。 

 これも第５８号議案と同様に、利潤追求が目的のミズノ株式会社という民間企業へのこ

れ以上の委託はやめるべきであります。 

 以上により、５９号議案についても反対いたします。 

 次に、第６０号議案、５６号、５７号については、６０号議案公の施設の指定管理者の

指定について（中間市市民会館）について、こちらについては意見を付しての賛成といた

します。 

 元来、こうした公的施設、５６号も５７号もそうですが、指定管理者制度はやめて直営

でするべきだと思います。しかし、この件については、利潤目的の団体組織というよりも

半官半民としての存在ですし、委託料は大体その運営費に使われていることから、事業の

安定性ということを考えまして、以上の法案については賛成をいたします。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。掛田るみ子さん。 

○議員（７番 掛田るみ子君）  

 第５９号議案公の施設の指定管理者の指定について、公明党会派を代表して討論を行い

ます。 

 この議案は、市内体育施設８件の管理運営先として中間市体育協会とミズノグループを

５年前に引き続き指定するというものであります。 

 そもそも平成２５年に議案として上がってきた当初より２つの団体を併用し、指定管理

先に選定することに違和感がありました。当時、体育協会には補助金として１４０万円が

支給されておりました。ところが、指定管理先に選定された平成２６年からは、体育協会

とミズノグループへの指定管理料４,８００万円とは別に、体育協会へ７１２万円が支給

されるようになり、補助金を増額しております。これは、指定管理の目的の一つであり、

効率化及び経費縮減の観点からすると理解しがたいものがあります。 

 質疑の中で７１２万円の内訳は、人件費と事業の運営費であり、体育協会を指導し、社

団法人格を取得させ、行く行くは指定管理先として体育協会に専任させたい旨のご答弁が

ありました。行政が主導し、体育協会を法人化させることは準公務員化を進めるようなも

ので、民間の優れた技術力や経営ノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上を図ると

いう指定管理の目的に逆行することになってしまうのではないでしょうか。 

 改めまして、指定管理制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応する

ため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費節減を図ることを目的としております。 
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 事業の継続性の観点から反対はいたしませんが、本市の指定管理の選定のあり方を再考

していただきたく、意見を付しての賛成といたします。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。小林信一君。 

○議員（２番 小林 信一君）  

 中間クラブの小林です。クラブを代表し、第５８号議案、第５９号議案、第６０号議案

３件の公の施設の指定管理者の指定について討論に参加させていただきます。 

 本市では、現在、公の施設の維持管理につきまして、公共施設等管理計画に沿いまして、

補修等による長寿命化計画、あるいは廃止等の見直しを含めた検討が重ねられております。 

 そういった中にありまして、中間市民図書館、体育文化センターを含む外７件、そして

市民会館の３施設の指定管理者と指定期間を、これまで同様継続する。指定管理について

は５年ということが三つの施設に共通したところでございます。 

 指定管理者は、先ほど委員長の報告にもありましたので割愛させていただきますが、こ

ういった施設の運用につきまして、行政の側から何か要望、改善意見等、これを加えるよ

うなことが起こった場合、過去の指定管理のかかわりようにつきまして、こういったこと

を頭の中に残しておる言葉があります。指定管理の場合、法に触れるような重大な行為が

発生しない限り、管理業務や事業内容に改善の指導なり指示ができない、こういうふうな

説明を受けた記憶がございます。 

 こういった縛りがある中で、５年間の指定管理をするということは、非常に現在の中間

市の歩みからいけば、その歩みに反する部分ではないか。それとあわせて、指定管理料の

削減、これが本当に実施できるかということで、当初は反対の気持ちを持っておりました。 

 しかし、指定管理者制度の運用方針、あるいは指定管理者制度導入の基本方針、協定の

締結、こういったところを見ていきますと、意見を付しての賛成が妥当かという立場に変

わってまいりました。 

 この運用方針の中に、この指定管理者制度の主たる目的、これが民間事業者を含む多種

多様な団体が有するノウハウ、これを公の施設の管理業務に活用することにより、住民

サービスの向上とともに、施設の管理経費の縮減を図っていくことというふうに明記され

ております。 

 また、指定管理者制度導入の基本方針、この（４）の指定管理者の選定基準、この項に

五つほど書いてあったと思うんですが、二つ上げてみますと、事業計画書の内容が施設の

効用を最大限に発揮するものであること、事業計画書の内容が管理経費の縮減が図られる

ものであることと明記されております。 

 さらに、協定の締結につきまして、市と指定管理者は、業務の仕様書や提案された事業

計画書等をもとに、施設管理に係る細目的事項を協議し、包括協定と年度協定の２種類の

協定を締結するようになっています。 
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 そこで、この協定に運用方針、それから基本方針等を踏まえ、業務の改善や指導、改善

命令ができるよう、定期的に関係者が協議する場、これを設けることを明記し、効果的な

事業の実施と指定管理料の縮減が図っていただけるよう意見を付して賛成討論とさせてい

ただきます。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、第５６号議案から第６０号議案までの公の施設の指定管理者の指定５件を順

次採決いたします。 

 議題のうち、まず第５６号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市多目的広

場）についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５７号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市農産物直売所）を採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第５７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５８号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市民図書館）を起立に

より採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、第５８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第５９号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市体育文化センター外

７件）を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ
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とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、第５９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、第６０号議案公の施設の指定管理者の指定について（中間市市民会館）を採決い

たします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第６０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．第６１号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１３、第６１号議案中間市道路線の認定についてを議題とし、産業消防委

員長の報告を求めます。植本種實産業消防委員長。 

○産業消防委員長（植本 種實君）   

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第６１号議案中間市道路線の認定

について審査を行いましたので、その結果と概要をご報告申し上げます。 

 今回認定される路線は、御館９号線の１路線でございます。 

 この路線は、従来から本市が管理し、かつ、当該地区住民の生活道路として利用されて

おり、認定の基準を満たしておりますことから市道として認定するものとなっております。 

 最後に採決いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第でありま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、第６１号議案中間市道路線の認定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告
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のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第６１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．意見書案第１５号

日程第１５．意見書案第１６号

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１４、意見書案第１５号及び日程第１５、意見書案第１６号の意見書案

２件を一括して議題とし、提案理由の説明を求めます。中尾淳子さん。 

○議員（９番 中尾 淳子君）  

 公明党の中尾でございます。意見書案２件につき、提案理由の説明を行います。 

 初めに、認知症施策の推進を求める意見書案について申し述べます。 

 世界に例を見ないスピードで高齢化が進む我が国は、認知症の人が年々ふえ続けていま

す。２０１５年に推計で約５２５万人でしたが、２０２５年には推計で７００万人を突破

すると見込まれています。 

 認知症は、誰でも発症するおそれがあり、認知症施策の推進は極めて重要であります。 

 認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現と、若年性認知症

など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも取り組んでいく必要があります。 

 よって政府におかれましては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の

制定を４点にわたり強く求めるものです。 

 １、国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を

構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。 

 ２、認知症診断直後は、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認

知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。 

 ３、若年性認知症の支援については、若年性認知症コーディネーターの研修などの支援

体制の整備を、本人の状況に応じた就労や社会参加ができる環境を進めること。 

 ４、認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通じ、有効

な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。ま

た、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究

開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研

究を進めること。 

 続きまして、無戸籍問題の解消を求める意見書について、提案理由を申し述べます。 

 無戸籍問題とは、子の出生の届け出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届

を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題で
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あります。 

 無戸籍者は、みずから何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などの救済ケースを

除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができ

ないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益をこうむっており、無戸籍問

題は基本的な人権にかかわる深刻な問題であります。 

 また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を

こうむるだけでなく、みずから無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も

早い救済が必要であります。 

 そこで政府としては、人権保護の観点から、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとと

もに、無戸籍者が生活上の不利益をこうむることがないよう、３点につき、早急に取り組

むことを強く求めます。 

 １、強制認知調停の申し立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切

な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホー

ムページの記載を改め、その申立書の形式の改定等を進めること。 

 ２、関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、

一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのこと

が自治体職員まで徹底されず、誤った案内がなされているという事例が見受けられます。

窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底す

ること。 

 ３、嫡出否認の手続に関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民

法第７７２条１項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないた

めの民法改正を検討すること。 

 以上、２件の意見書案を提出いたします。皆様のご賛同を願いまして、提案理由の説明

を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案２件については委員会の付

託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。 
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○議員（５番 田口 澄雄君）  

 意見書案第１５号認知症施策の推進を求める意見書について、反対意見を申し述べます。 

 高齢化とその状況下で、認知症の人々がふえ、その対策が早急に求められていることは

賛同ができる事実です。 

 しかし、４項に記載されています疾患登録に基づくビッグデータの活用を口実として、

このような個人情報が、１項にありますように、特定の機関から国や自治体を初め、企業

や地域に不本意に流れることには賛同できません。もう少し厳しい縛りをかけるべきだと

思います。 

 以上のことから、この意見書案第１５号については反対をいたします。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、意見書案２件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず意見書案第１５号認知症施策の推進を求める意見書を起立により採決

いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第１５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第１６号無戸籍問題の解消を求める意見書を起立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 全員起立であります。よって、意見書案第１６号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．意見書案第１７号

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１６、意見書案第１７号国による防災対策の強化を求める意見書を議題と

し、提案理由の説明を求めます。柴田芳信君。 

○議員（４番 柴田 芳信君）  

 日本共産党の柴田芳信です。意見書案第１７号国による防災対策の強化を求める意見書

について、趣旨説明を行います。 

 ２０１８年度補正予算９,３５６億円が１１月７日、全会一致で成立をいたしました。
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ことしの夏に相次いだ豪雨や地震などの復旧・復興には７,２７５億円を計上し、公立小

中学校などのエアコン設置とブロック塀対策には、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交

付金９８５億円を２０１８年度補正予算限りで創設をされました。 

 防災対策については、災害が発生した後の応急対策や復旧・復興対策だけでなく、災害

の発生を抑え、被害の拡大を防止するための予防対策を重視した対策に転換することが必

要であります。 

 まず第１に、防災を無視した開発をやめ、必要な防災設備の整備と安全点検を徹底する

など防災まちづくりを進めること。特に、国が進めようとしている下関北九州道路は、小

倉東断層があり、問題であります。 

 ２、観測体制の整備を進め、消防や住民などを中心とした地域・自治体の防災力を強化

すること。 

 ３に、災害が発生した場合には、再度災害を防止するとともに全ての被災者を対象にし

た生活のなりわいの再建、被災者の自立に向けた支援を行うこと、このことを基本にする

ことが必要と考えます。 

 大規模な災害発生に当たって、消防や警察などの救援部隊を全国的に派遣する体制は急

速に整備をされてきました。一方で、地方の防災対策を日常的に点検・強化し、災害発生

時には被災者救助の中心的役割を担う市町村消防の実情は、職員の不足が常態化しており、

広域化による市町村災害対策本部との連携や地理不案内による初動体制のおくれなどが懸

念されています。防災行政無線の整備を含め、消防職員の増加や消防水利の整備など、消

防力を強化することは地域の防災力にとって不可欠であります。ボランティアを含めた地

域住民の知恵と力を取り入れ、地域防災計画を見直し、高齢者や障がい者、住民の安全な

避難など地域の防災対策の強化を求めるものであります。 

 以上により、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。皆様の賛同

をお願い申し上げ、趣旨説明を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１７号については委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。草場満彦君。 
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○議員（８番 草場 満彦君）  

 本意見書案の基本的な考え方には賛同するものであります。私ども公明党も、防災・減

災ニューディール政策なるものを基本に据えて、防災減災対策に取り組んでおります。 

 意見書は、地方自治体の議会から要望等を意見書としてまとめて、時の総理大臣、また

関係する大臣、そして衆参議長に提出するものであり、内容はもとより、文章による表現

も、その議会の見識が問われる大事なものだと考えております。 

 本意見書案の中に、「防災を無視した開発をやめ」とありました。現政府が防災を無視

していると受け取れます。いかがなものかと思います。 

 また、「地域防災計画を見直し」ともありましたが、地域防災計画は国ではなく、各都

道府県や市町村の首長が定めるものだと思います。 

 基本的な考え方には理解はできますが、本意見書案の文章内容では賛同しかねます。反

対といたします。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。田口澄雄君。 

○議員（５番 田口 澄雄君）  

 日本共産党の田口澄雄です。賛成の立場から討論をいたします。 

 まず、防災を無視した開発の問題ですけれども、国が今、むしろ防災のためにやってい

るのは、無駄なダム建設です。国土強靭化の名によるこのダム建設が全てに優先をしてい

ます。 

 例えば、今、河川の場合には、堤防の決壊が非常に大きな災害の要因となっていますけ

れども、国土交通省では、かねてこのダムではなくて、堤防の強化のために堤防の市民の

側、つまり外側の強化についての研究がなされていましたが、ダムの建設と同時に、こう

した研究にも待ったがかかっています。こうしたやり方についても、無駄なやり方だと思

いますので、そういったところでは、国の対策の変更を求めるものであります。 

 それと同時に、地域防災計画ですけども、これは国では防災計画、そして県、市では地

域防災計画という名前をうたっていますが、この中身は、例えば、かつての縦割り行政の

弊害を防ぐという意味で、広範囲にわたっての計画になっています。 

 例えば、市町村の場合ですと、これに国の出先機関とのものも含めて、幅広い防災計画

を縦割りではなく実施するような内容となっていますので、地域防災計画という名前を使

ったから、これは市町村や県のみに限るというものではなく、国をも縛る内容を持ってい

ますので、こういう表現となっています。そうした意味では、この地域防災計画という表

現の仕方が、必ずしも限定的なものではないということでありますので、全般的には防災

対策の強化を国に求めるという観点から、こういう表現になっているというふうに解釈を

いたしております。 

 以上により、この法案については賛成といたします。 
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○議長（下川 俊秀君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第１７号国による防災対策の強化を求める意見書を起立により採決

いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第１７号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．意見書案第１８号

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１７、意見書案第１８号原発に依拠しない再生可能エネルギーの活用推進

を求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。田口澄雄君。 

○議員（５番 田口 澄雄君）  

 意見書案第１８号原発に依拠しない再生可能エネルギーの活用推進を求める意見書案に

ついて、提案理由を申し述べます。 

 ことし９月に発生した北海道胆振地方を震源とする地震は、北海道全域にわたる大停電、

ブラックアウトを引き起こしました。このような事態への危惧は、既に東日本大震災によ

る東京電力福島原発事故の教訓として多くの関係者からも指摘をされていたところです。

大型発電所の一極集中の問題です。世界の各国でも、既にこうした問題への対応から、自

然エネルギーへの転換とエネルギーの分散化が進行中です。そのことは、単に安定した電

力の供給ということにとどまらず、新たな産業として地域経済の活性化の起爆剤として、

今、見直しをされているところです。 

 ところが、このような状況下であるにもかかわらず、九州電力は、ことし１０月１３日、

太陽エネルギーの出力制限の実施という暴挙に打って出ました。九州電力管内での電力需

要は、自然エネルギーで９３％、そのうち太陽エネルギーが８１％を占めるという全国的

にも先行した状況でしたが、川内原発と玄海原発の二つの原発が再稼働をしたため、供給

過剰の状態が生れることになりました。その結果、原発優先の考え方から、太陽光発電の

制御となったわけです。 

 太陽光発電の電力会社への接続済みは、福島原発事故以降８倍にふえ、九州電力下の

７県では、実に２万４,０００事業者の接続がなされています。原発の危険性とそのコス

ト計算が、当初予測された以上に高額となっていることが明白になってきましたが、これ
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以上、将来の経済的、環境的つけ回しはやめて、自然エネルギー中心のエネルギー政策が

今必要だと思います。 

 また、仮に一時的に電力が不足する事態については、国内の円滑な融通体制でこれを乗

り切ることが得策だと思います。 

 以上のことから、原発に依拠しない自然エネルギーへの転換を求め、提案理由といたし

ます。ご賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１８号については委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、意見書案第１８号原発に依拠しない再生可能エネルギーの活用推進を求める

意見書を起立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第１８号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．意見書案第１９号

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１８、意見書案第１９号消費税率１０％への引き上げの中止を求める意見

書を議題とし、提案理由の説明を求めます。田中多輝子さん。 

○議員（６番 田中多輝子君）  

 日本共産党の田中多輝子でございます。意見書案第１９号消費税率１０％への引き上げ

の中止を求める意見書について、提案理由を申し述べます。 

 消費税は営業破壊税です。中小業者にとって大きな負担となっているからです。１０％
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への消費税率引き上げが強行されれば、中小業者の営業はさらに脅かされ、倒産や廃業が

ふえることは確実です。 

 消費税が中小業者の経営を困難にする最大の要因は価格転嫁です。消費者は、商品や

サービスの購入時に、本体価格に加えて、現行８％の消費税を小売店に支払う形になって

います。購入者から販売者に消費税は支払われているように見えます。それなのに、中小

業者が消費税を価格に転嫁できていないのは、自分で価格を決めることができないからで

す。価格支配力を持つ大企業であれば、自社が適切な利益を上げられるように値段設定を

して、消費税も価格に転嫁することができます。 

 しかし、中小業者にはそれができません。中小業者の場合、取引先の求めに応じて値引

かざるを得ないことがあり、商品価格に消費税を加えられないことが多々あります。その

ため、納税のために身銭を切るということが発生します。 

 増税対策としてキャッシュレス決済でポイント還元と言っておりますが、弱者対策にな

っておりません。戻すぐらいなら増税しなければいいのです。ポイント還元は、中小業者

にカード決済の導入を強いることになります。機械の導入や、カード会社への手数料は中

小業者にとって大きな負担になります。 

 業者にとって、消費税は売上高を基準に納税額が決まるという苦しさがあります。たと

え手元に利益が残らなくても、売り上げがあれば消費税の納税義務は発生します。 

 消費税は、滞納額が最も多い税金です。国税庁によると、２０１７年度中における新規

発生滞納額６,１５５億円のうち３,６３３億円と、約６割近くを占めています。 

 政府与党は、痛税感の緩和、低所得者対策と言って軽減税率やプレミアム付商品券の導

入を言っておりますが、商品券は１回配るだけで、増税はずっと続きます。 

 消費税率１０％への消費税は低所得者ほど負担の大きい逆進性を本質とする最悪の税制

であり、プレミアム付商品券などで増税の痛みが解消されるわけではありません。 

 軽減税率についても、軽減といっても８％に据え置くだけで、税率は軽減されません。

言葉のトリックであり、ごまかしです。現行から１円も下がりません。その上に、事業者

には大きな負担になります。労働者にとっても消費税が１０％になったら、２％の賃下げ

になるということです。本当の意味での働き方改革にも逆行します。８％増税してから暮

らしが大変になり、景気も悪くなりました。その教訓を生かすなら、１０％増税はきっぱ

りと中止すべきです。 

 消費税率１０％への引き上げの中止を求める意見書案についての提案理由を終わります。 

○議長（下川 俊秀君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 質疑なしと認めます。 



- 132 - 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１９号については委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、意見書案第１９号消費税率１０％への引き上げの中止を求める意見書を起立

により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（下川 俊秀君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第１９号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．会議録署名議員の指名

○議長（下川 俊秀君）  

 これより日程第１９、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会

議規則第８５条の規定により、議長において植本種實君及び梅澤恭徳君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（下川 俊秀君）  

 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。 

 よって、平成３０年第４回中間市議会定例会はこれにて閉会いたします。 

午前11時14分閉会 

────────────────────────────── 
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